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規

則

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

青
森
県
規
則
第
五
十
八
号

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
八
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
十
三
条
第
二
号｣

を

｢

第
十
八
条
第
二
号｣

に
、｢

第
八
号
の
二｣

を

｢

第
八
号

の
三｣

に
、｢

第
十
三
号｣

を

｢

第
十
二
号｣

に
、｢

並
び
に
同
令
附
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号｣

を

｢

、
同
令
附
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
同
令
附
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

地
域
雇
用
開
発
等
促
進
法

(

昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号)

第

二
十
一
条
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
活
動｣

を

｢

雇
用
保
険
法

(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号)

第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
広
域
職
業
紹
介
活
動｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

｢

第
一
条
第
一

項
第
八
号
イ
�｣

を｢

第
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
�｣

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中｢

(

児
童
相
談
所
、

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健
指
定
医
又
は
障
害
者
職
業
セ
ン

タ
ー
に
よ
り
知
的
障
害
者
と
判
定
さ
れ
た
者
を
い
う
。)

｣

を
削
り
、
同
項
第
八
号
中

｢

障
害
者
の

雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号)

第
一
条
に
規
定

す
る
障
害
者｣

を

｢

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
精
神
障

害
者｣

に
改
め
、
同
項
第
九
号
中

｢

第
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
六
条
第
一
項｣

に
、｢

第
一
条
第
一

項
第
八
号
イ
�｣
を

｢
第
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
�｣

に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中

｢

特
定
不
況
業

種
等
関
係
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(｣

を

｢

経
済
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る

円
滑
な
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
の
雇
用
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

(

平
成
十
三
年
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法
律
第
三
十
五
号)

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
特
定
不
況
業
種
等
関
係
労
働
者
の
雇
用
の
安

定
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(｣

に
、｢

又
は
特
定
不
況
業
種
等
関
係
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
に
関
す

る
特
別
措
置
法
施
行
規
則｣

を

｢

若
し
く
は
特
定
不
況
業
種
等
関
係
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
に
関
す

る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令

(

平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号)

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
特
定
不
況
業
種
等
関
係
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措

置
法
施
行
規
則｣
に
改
め
、｢

受
け
て
い
る
者｣

の
下
に

｢

又
は
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
附
則
第
八

条
若
し
く
は
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
石
炭
鉱
業
離
職
者
求
職
手
帳
の
発
給
を
受
け
て
い
る
者｣

を
加

え
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項
中
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法

律
第
百
四
十
三
号)

第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
帰
国
被
害
者
等
で
あ
つ
て
本
邦
に
永
住
す
る

意
思
を
決
定
し
た
と
認
め
ら
れ
る
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
及
び
同
項

に
規
定
す
る
帰
国
し
た
被
害
者
で
あ
つ
て
そ
の
配
偶
者

(

婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事

実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。)

、
子
及
び
孫
が
北
朝
鮮
内
に
と
ど
ま
つ

て
い
る
こ
と
等
永
住
の
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
第
三
条
第
二
項
中

｢

第
一
条
第
一
項
第
八
号
イ
�｣

を

｢

第
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
�｣

に
改
め

る
。第

四
条
第
三
項
中

｢

三
千
五
百
四
十
円｣

を

｢

三
千
五
百
三
十
円｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中

｢

、
特
定
職
種
受
講
手
当｣

を
削
る
。

第
六
条
第
二
項
中

｢

六
百
円｣

を

｢

五
百
円｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
を
削
り
、
第
六
条
の
三
を
第
六
条
の
二
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

｢

第
八
号
の
二｣

を

｢

第
八
号
の
三｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

同
条
第
二
項｣

を

｢

同
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中

｢

第
十
三
条｣

を

｢

第
十
八
条｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
削
る
。

別
表
第
一
中

｢

三
、
九
四
〇
円｣

を

｢

三
、
九
三
〇
円｣

に
、｢

三
、
五
四
〇
円｣

を

｢

三
、
五

三
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
を
別
表
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の
前
日

ま
で
の
間
に
青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
を
受
け
た

者
に
対
し
て
支
給
す
る
同
年
六
月
分
の
基
本
手
当
の
額
は
、
改
正
後
の
青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支

給
規
則

(

以
下

｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
青
森
県
職
業

訓
練
手
当
支
給
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
基
本
手
当
の
額
か
ら
、
同
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
つ
い
て
改
正
前
の
青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
本
手
当
の
額
か
ら
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
つ

い
て
改
正
後
の
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
場
合
の
基
本
手
当
の
額
を
減
じ
た
額
に
相

当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

３

平
成
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
を
受
け
た
者
に
対
し
て
支
給
す
る
同
年
六
月
分
の
受
講
手
当

の
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
第

六
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
受
講
手
当
の
額
か
ら
、
同
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
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で
の
間
に
つ
い
て
改
正
前
の
青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

受
講
手
当
の
額
か
ら
同
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
つ
い
て
改
正
後
の
規
則
第

六
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
場
合
の
受
講
手
当
の
額
を
減
じ
た
額(

以
下｢

差
額｣

と
い
う
。)

に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
差
額
が
青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支

給
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
受
講
手
当
の
額
以
上
と
な
る
と
き
は
、
受
講
手
当
は

支
給
し
な
い
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

第
二
号
の
表
中

｢

弘
前
市
農
業
協
同
組
合

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
弘
前
支
店

弘
前
市
大
字
徒
町

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
藤
代
支
店

弘
前
市
大
字
浜
の
町
西
三
丁
目

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
三
世
寺
支
店

弘
前
市
大
字
三
世
寺

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
船
沢
支
店

弘
前
市
大
字
折
笠

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
高
杉
支
店

弘
前
市
大
字
高
杉

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
北
地
区
支
店

弘
前
市
大
字
鬼
沢

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
十
腰
内
支
店

弘
前
市
大
字
十
面
沢

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
新
和
支
店

弘
前
市
大
字
種
市

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
和
徳
支
店

弘
前
市
大
字
撫
牛
子

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
養
正
支
店

弘
前
市
大
字
清
野
袋

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
外
崎
支
店

弘
前
市
大
字
豊
田

を

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
堀
越
支
店

弘
前
市
大
字
門
外
四
丁
目

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
薬
師
堂
支
店

弘
前
市
大
字
薬
師
堂

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
東
地
区
支
店

弘
前
市
大
字
小
栗
山

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
千
年
第
一
支

弘
前
市
大
字
狼
森

店弘
前
市
農
業
協
同
組
合
南
地
区
支
店

弘
前
市
大
字
悪
戸

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
東
目
屋
支
店

弘
前
市
大
字
黒
土

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
三
和
支
店

弘
前
市
大
字
三
和

弘
前
市
農
業
協
同
組
合
中
央
地
区
支

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目

店弘
前
市
農
業
協
同
組
合
西
地
区
支
店

弘
前
市
大
字
町
田

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
弘
前
支

弘
前
市
大
字
徒
町

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
藤
代
支

弘
前
市
大
字
浜
の
町
西
三
丁
目

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
三
世
寺

弘
前
市
大
字
三
世
寺

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
船
沢
支

弘
前
市
大
字
折
笠

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
高
杉
支

弘
前
市
大
字
高
杉

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
弘
前
北

弘
前
市
大
字
鬼
沢

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
十
腰
内

弘
前
市
大
字
十
面
沢

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
新
和
支

弘
前
市
大
字
種
市

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
三
和
支

弘
前
市
大
字
三
和

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
和
徳
支

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
二
丁
目

店

青 森 県 報������	
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つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
養
正
支

弘
前
市
大
字
清
野
袋
二
丁
目

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
外
崎
支

弘
前
市
大
字
豊
田
一
丁
目

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
堀
越
支

弘
前
市
大
字
門
外
四
丁
目

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
薬
師
堂

弘
前
市
大
字
薬
師
堂

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
弘
前
東

弘
前
市
大
字
小
栗
山

支
店

に
改
め
、

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
千
年
第

弘
前
市
大
字
狼
森

一
支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
弘
前
南

弘
前
市
大
字
悪
戸

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
東
目
屋

弘
前
市
大
字
黒
土

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
弘
前
中

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目

央
支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
弘
前
西

弘
前
市
大
字
町
田

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
岩
木
支

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
五
代

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
鳥
井
野

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
鳥
井
野

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
百
沢
支

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
百
沢

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
駒
越
支

弘
前
市
大
字
藤
代

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
西
目
屋

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
田
代

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
藤
崎
支

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
�
野

店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
大
鰐
支

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
長
峰
支

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
長
峰

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
古
懸
支

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
古
懸

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
碇
ケ
関

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
碇
ケ

支
店

関

｣

｢

岩
木
町
農
業
協
同
組
合

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
五
代

岩
木
町
農
業
協
同
組
合
駒
越
支
所

弘
前
市
大
字
藤
代

、

岩
木
町
農
業
協
同
組
合
鳥
井
野
支
所

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
鳥
井
野

岩
木
町
農
業
協
同
組
合
百
沢
支
所

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
百
沢

｣

｢

西
目
屋
村
農
業
協
同
組
合

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
田
代

藤
崎
農
業
協
同
組
合

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
�
野

及
び

大
鰐
町
農
業
協
同
組
合

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐

大
鰐
町
農
業
協
同
組
合
長
峰
支
所

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
長
峰

｣

｢

碇
ケ
関
村
農
業
協
同
組
合

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
古
懸

碇
ケ
関
村
農
業
協
同
組
合
碇
ケ
関
支

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
碇
ケ

を
削
る
。

所

関

｣

公

告

青
森
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
の
施
行

平
成
十
五
年
度
青
森
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森
県
林

業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
二
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
五
号)

第

五
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
二
十
三
日

青 森 県 報平成15年６月23日 月曜日 第2190号 �� �
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青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
八
日

(

火)

２

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

県
庁
舎
西
棟
四
階
Ｂ
会
議
室

二

受
験
資
格

試
験
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１

学
校
教
育
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

に
よ
る
大
学

(

同
法
第
六
十
九
条
の
二

に
規
定
す
る
短
期
大
学

(

以
下

｢
短
期
大
学｣

と
い
う
。)

を
除
く
。)

又
は
指
定
教
育
機
関

(

昭
和
三
十
三
年
二
月
十
五
日
農
林
省
告
示
第
百
二
十
五
号

(

森
林
法
施
行
令
に
基
づ
き
、
農

林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
試
験
研
究
機
関
及
び
教
育
機
関
を
指
定
す
る
件)

に
よ
る
農
林
水
産

大
臣
が
指
定
す
る
教
育
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
う
ち
林
業
改
良
指
導
員
の
養
成
を
目

的
と
す
る
も
の
で
短
期
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
を
入
学
の
資
格

と
し
、
か
つ
、
修
業
年
限
が
二
年
以
上
の
も
の
に
お
い
て
、
林
業
に
関
す
る
正
規
の
課
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
者
又
は
当
該
課
程
を
修
め
る
者
の
う
ち
当
該
試
験
の
実
施
期
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
以
内
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

２

指
定
教
育
機
関

(

短
期
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
を
入
学
の
資

格
と
す
る
も
の
に
限
り
、
前
号
の
指
定
教
育
機
関
を
除
く
。)

に
お
い
て
林
業
に
関
す
る
正
規

の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
当
該
試
験
の
実
施
期
日
ま
で
に
、
当
該
指
定
教
育
機
関
に

お
け
る
修
業
年
限
と
次
の
�
若
し
く
は
�
の
職
務
に
従
事
し
た
期
間
又
は
こ
れ
ら
の
期
間
を
通

算
し
た
期
間

(

以
下

｢

職
務
従
事
期
間｣

と
い
う
。)

を
通
算
し
た
期
間
が
二
年
以
上
に
達
す

る
も
の

�

国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
法
人
格
を
有
す
る
団
体
の
林
業
に
関
す
る
試
験
研
究
機
関
又

は
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校

(

中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。)

そ
の
他
こ
れ

と
同
等
以
上
の
教
育
機
関
に
お
け
る
林
業
に
関
す
る
試
験
研
究
又
は
教
育

�

国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
法
人
格
を
有
す
る
団
体
に
お
け
る
林
業
に
関
す
る
技
術
に
つ

い
て
の
普
及
又
は
指
導

３

短
期
大
学
又
は
指
定
教
育
機
関

(

前
二
号
の
指
定
教
育
機
関
を
除
く
。)

に
お
い
て
林
業
に

関
す
る
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
卒
業
後
当
該
試
験
の
実
施
期
日
ま
で
に
、
職

務
従
事
期
間
が
二
年
以
上
に
達
す
る
も
の

４

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
大
学
入
学
資

格
検
定
規
程

(

昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
三
号)

に
よ
る
検
定
に
合
格
し
た
者
で
、
卒
業

又
は
検
定
合
格
後
当
該
試
験
の
実
施
期
日
ま
で
に
、
職
務
従
事
期
間
が
六
年
以
上
に
達
す
る
も

の
５

前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
歴
及
び
経
験
を
有
す
る
と
知
事
が
認
め
た
者

三

試
験
の
方
法

１

試
験
は
、
筆
記
試
験
及
び
口
述
試
験
と
す
る
。

２

筆
記
試
験
は
、
林
業
改
良
指
導
員
と
し
て
必
要
な
林
業
に
関
す
る
技
術
及
び
知
識
に
つ
い
て

行
い
、
そ
の
項
目
は
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
必
須
項
目
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
選
択
項
目
の
中
か

ら
受
験
者
が
選
択
す
る
一
項
目
と
す
る
。

３

口
述
試
験
は
、
社
会
常
識
そ
の
他
林
業
改
良
指
導
員
と
し
て
必
要
な
能
力
に
つ
い
て
行
う
。

四

受
験
手
続

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

履
歴
書

２

最
終
学
校
卒
業
証
明
書
、
卒
業
見
込
証
明
書
、
検
定
合
格
証
明
書
又
は
受
験
資
格
認
定
書

３

二
の
２
、
二
の
３
又
は
二
の
４
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
二
の
２
の
�
又
は
二
の
２
の

�
の
職
務
に
従
事
し
た
期
間
に
つ
き
、
受
験
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

五

受
験
願
書
の
受
付
期
間
及
び
提
出
先

１

受
付
期
間

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

(

水)

か
ら
同
月
二
十
五
日

(

金)

ま
で

２

提
出
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

(

郵
便
番
号
〇
三
〇
―
八
五
七
〇)

青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
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必

須

項

目

選
択
項
目

林
業
一
般

(

林
業
経
営
、
造
林
、
森
林
保
護
、

森
林
機
能
保
全
、
林
産
、
特
用
林
産
及
び
林
業

機
械
に
関
す
る
基
礎
知
識)

普
及
方
法

森
林
保
護

森
林
機
能
保
全

林

産

特
用
林
産

林
業
機
械

� �
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六

受
験
手
数
料

受
験
手
数
料
は
、
徴
収
し
な
い
。

七

受
験
票
の
交
付

知
事
は
、
受
験
願
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
受
験
票
を
交
付
す
る
。

八

合
格
者
の
公
表

知
事
は
、
試
験
施
行
後
一
か
月
以
内
に
試
験
合
格
者
の
氏
名
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者

に
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

な
お
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
一
か
月
間
、
科
目
別
得
点
、
総
合
得

点
を
開
示
す
る
。

九

そ
の
他

１

願
書
等
用
紙
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
へ
請
求
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合

は
、
長
さ
二
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
返
信
用
封
筒

(

九
十
円

切
手
を
は
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
郵
便
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。)

を
同
封
の
こ
と
。

２

受
験
者
は
、
試
験
期
日
の
午
前
九
時
十
分
ま
で
に
試
験
場
に
出
頭
し
、
受
験
票
を
係
員
に
提

示
す
る
こ
と
。

３

試
験
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
不
正
行
為
に
関
係
の
あ
る
者
に
つ
い
て

そ
の
試
験
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
合
格
を
無
効
と
す
る
。

４

不
明
の
点
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課

(

電
話
〇
一
七
―
七
二
二
―
一
一
一
一
内
線
三

二
八
六

企
画
・
普
及
グ
ル
ー
プ)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
市
和
徳
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
二
十
三
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

高

畑

幸

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
目

屋
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
二
十
三
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

高

畑

幸
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

小
田
桐

義
文

阿
保

峰
雄

柴
谷
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